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企業組合運動における不安定就業労働者の

主体形成についての考察

梅枝裕

はじめに

ひとつの画期として，臨教審第ニ次答申以降「生涯学習体系への移行」の中において職業能力開

発政策が，全体としては労働者管理の政策として展開されてきた。問時に，この分野で「手薄」だっ

た社会教育の「役割は終った」と公的な成人の学習機会の保障を事実上否定しながら，である。さ

しあたりはこのことをのりこえる必要性は，ユネスコ「学留権」宣言にも「学習権は経済発展の単

なる手段ではなく J，'学習行為…自分自身の歴史を創造する主体に変えていくものJ との明確な記

述に照らしでも明らかであり，したがって社会教育において労働者の主体形成について論じる重聖書

性は，ますます高まってきていると言える。

産量業構造調整策下における労働者の主体形成の問題を論じる際，その現実的な基盤に尽を向ける

と，最も深刻に現れ出る問題のひとつとして労働そのものからの疎外の問題がある。この問題は，

まず、第ーには大量の解雇の現象として現れ，また第二に産業':1;洞化」を通じて(解雇と共に)不

安定援用(不安定就業労働者)の増大(圏定化)という形で現れている。

その中で北海道は，この産業構造調猿策の下でもっとも被答を受けている地域の一つであること

により，産業「空洞化」が典型的な形で進行している。産業別では，農・林・漁業等の一次産業の

存続の危機や，国鉄や炭鉱・鉄鉱業における大量の「合理化」による雇用問題が急速に進行してい

るといえる。それらと共に就業構造の中で指摘できる特徴とは，大量の季節労働者の存在である。

北海道における季節労働者の特徴とは，以下の点に集約できる。①まず、就業者数に占める季節労働

者の割合が12.0%と高く，②建設業に従事する労働者が多く (約65%)，③冬期就労より夏期就労

が圧倒的に多く(夏期就労は全体の約89%)なっている(九この特徴は高度経済成長期以降，北海

道の開発政策が大規模工業開発(産業碁盤整備)へ転換し，それにより建設業への相対的過剰人口

が吸収された傾向が反映したものであると言えるo 従って，このような地域特性を考慮するなら，

季節労働者安中心とした不安定就業労働者層について労働の場での主体形成について論じるのには

次のような意味が付加される。まず第一に地域における震舟・失業問題〔労働そのものからの疎外〕

を克服する過程として，また第二にそれだけにとどまらず地域開発に直接かかわる労働力であるた

め地域振興の担い手として形成される過程として論じられる可能性があるのであるo しかし，現実

の不安定な雇用(季節的雇用)の雇用形態の中では，労働者の藤用不安と結びついて資本(それも
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本州、1資本も多い中で)の包摂力は強力であり，労働者が労働における主体性をもつことは，非常に

困難である。ここで注目する必要があるのは， (北海道においては特に)季節労働者を含む不安定就

業労働者の労働組合である建設一般・全日自労を中心とした雇用保障・創出の運動である。この運

動が北海道においては企業組合運動にあたる。またこの運動には，地域づくりにとりくむ住民総織

も一部参加しており，この点は先の 2つの労働者の主体形成を考える上で，重要な条件であると考

えられる。こうした労働組合や住民組織主導による企業組合の運動は，その性格上単なる雇用保障・

創出にとどまらず，労働者にとってのよりよい労働条件の実現や(そのためにも)労働者の主体的

な労働への参加が求められるものとなってきているo ここに，労働者主体形成を論じるひとつの典

型的な側面が現れていると考える。つまり，労働そのものを一定編成することによって可能になる

と考えられる，労働者の労働の場における主体形成が，企業組合運動のこの性格によって展開しう

るのである。

本論文では r労働そのものからの疎外」の現象としての雇用・失業問題に対する，季節労働者を

含む不安定就業労働者とその運動，そして労働者の労働の場での主体形成の到達について考察して

いく。ここで具体的な対象として設定するのは，地域における季節労働者の仕事(賃金)の確保を

行っている企業組合の運動である o また私見では，労働者が地域における労働・雇用問題を解決す

る主体として形成されるためには，仕事の確保にしろ，労働の場での労働者の主体形成にしろ他の

不安定就業労働者層などの労働者・住民との協力・協同が不可欠な条件である。従って企業組合(運

動)の中でも，鎖11路建設厚生企業組合(以下釧路企業組合と表記)を夜接の対象として，労働者の

主体形成についての分析を行う。それは釧路企業組合において，季節労働者だけでなく他の中高年

労働者も巻き込みながらの雇用を創出がすすみ，それら中高年労働者が相互に協力しながら労働の

自主編成の実践を通じて，労働における主体形成を強める運動が見られるからである。

労働の場での主体形成そ主軸に論じるが，この分析に当たっては大まかに前・後半に分けて論述

する。前半(1.， II.主主〕では，地域における不安定就業労働者震の雇用・労働問題の存在の中で

の釧路企業組合の存立条件について論じた後，これらの問題にその後の展開との関連で釧路企業組

合の事業展開や管理労働への現場労働者の参阪の実践について述べていく (ここで言う現場労働者

とは，主婆には現場での生産(サービス)労働に従事している労働者を指す)。ところで，ここでと

りわけ管理労働への参画について述べていくのは，この参磁の中に労働者が労働自身を編成する 2

つの契機が存在するからであるo まず、第一に，管理労働への参画によって労働者が自らの労働条件

~， &111路企業組合の経営管理・生産管理とも整合性をとりながら，一定程度改善していく可能性が

存在し，従ってこの内容での労働の自主的な編成が展望できるのである。同様に第こには，管湾労

働への参画を一定扱い，かつ労働条件の改善にも関与するためには，不可避的に管'理労働者と現場

労働者の間で，また現場労働者間で相互の労働に関わるなんらかの評倣が必要になると考えられる。

つまり，職場において労働者が労働者相互の関係を編成することが展望できるのである。これら 2
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つの契機に関わっては，双方ともこの管理労働への参頑とは(関連はしていても)刻の分析が必要望

となる。この点について，後半 (III.，N.章〕で展開する予定である o

後半においては，先の2つ契機としての労働の自主編成の実践について分析を加えていくが，そ

の後これら自主編成を通じて現場労働者が自らの労働の意味をどうとらえているかを考察する。こ

の、労働の意味の再評価"(現場労働者の意識)を，労働の自主編成の実践との関連で考察しながら，

労働者の主体形成の過程について構造的に考察していく。

II.地方中核都市〈釧路市〉における不安定就業労働者の動向

A.釧路の産業の構成と不安定就業労働者の創出

銀"路においては，豊かな石炭・森林資源や太平洋の好漁場に近いという自然的条件に恵まれ，出

来より漁業，紙・パルプ業，石炭といった複合的な三大産業が慕幹産業として位置付けられてきた。

こうした資源立地裂の基幹産業はそれ自身が戦となって，局辺に資源加工型の工業が配霞され，港

湾都市であることによる運輸業等の流通業，また都市の人口集積によるサービス業といった関連(第

三次)産業の発展も見られる。このことをより細かくみていくと以下のようになる。第一次産業に

おいては， 1955年から 1985年への推移の中で就業者数は，道東の他都市と比較したときに綬室に次

いで減少率が低い。その内容としては，農業以外の漁業・石炭(鉱業)での減少が少なく，慕幹産

業としての位置を一定程度保っているといえる。第ニ次産業においては，やはり 1955年と 1985年

との比較では建設業の増加傾向が顕著であり，食料品・パルプ・木材製品等の資源加工裂を含め工

業(事業所・就業者)においても増加傾向にあったが 1980年代には減少に転じている。前述のよう

に針路においても高度経済成長期を中心に開発政策との関連で建設業が伸びていることがわかる。

これら第一次・第二次康業の展開と密接に関連して，第三次産業では卸・小売業，サービス業また

運輸業の場加が顕著である(九これらは，より細かい分野の中で先に述べたように人口集積との関連

(即ち生活との関連)が高いものと， (翁11路が港湾都市でもあり)産業関連の比重が高いものとには

分類できるだろう。こうした産業構成を通じて人口も，道東の都市ではいち早く(国勢調査では 1970

年)20万人台に達している。

これらの産業構成の概観から，以下の特徴点を挙げることが出来るだろう。

まず第一に， (戦後)釧路の都市としての発展は周辺の自然的条件に立脚して展開した側面を色濃

く持ち，一方で建設業などに見られるような高度成長期以降の産業基盤整備による開発の側面も含

んで、いる。したがって，非常に北海道的な都市の発展を遂げていると考えることができる。

また第こには，北海道的であるが故に，産業構造調整策の下で三大基幹産業は各個に後退させら

れている。また，建設業においても北海道の開発政策との関連で相対的過剰人口を吸収し，開発投

資を中心とする官公庁発技の工事に依存しながら発展してきたが， 80年代以降は工事高や従業員数
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も頭打ちとなっている現状がある。

関連して，就業者数においても釧路市内においては停滞しており， ~"路間域内では 1985 年以降減

少に転じている。

B.不安定就業労働者の創出と(市)行政の対応

上記の産業構成を背景としながら，銀"路市の場合にはどのような不安定就業労働者の創出が実際

には展開しているのだろうか。

まず，王子成元年度市"路市労働基本務査~ (以下労働基本調査~)によって瑛状の断面を見てよ

う。この調査によると(パート労働と区別した)臨時的雇用として位置付けられる労働者は就業者

全体の 10.6%にあたり，同様にパート労働者は 8.8%にあたる。それぞれの業種について同じく f労

働基本調査』によると，臨時的麗用者の全体の 37%が建設業であり，その後卸・4、売業24.5%，製

造業19.2%がつづく。ちなみに平成元年度『職業安定統計』における産業別季節労働者数において

も，建設業が全体の 63.6%，製造業が13.9%と第二次産業の高い比率を表している。またパート労

働では，卸・小売業が50.5%と圧制的で，サーピス業22.8%，製造業20.1%と続く。

双方の上位を点める産業の結果から述べられる点は，これらの不安定就業労働者の多くが，建設

業や卸・小売，サービス業といった高度経済成長期以降の地域振興(開発)の中心と位援付けられ

た産業へ集中していることである。言い替えれば，最近の地域振興(開発)の柱として佼置付けら

れる産業がほぼ，労働者の就労・生活条件にとって不利を生じ易い麗照の形態をとっているといえ

る。

これらの雇用の情勢に対して，不安定就業労働者の現実的な対処とさしあたりの(市)行政の対

応はどうなっているか。

この点に関してまず第一に言えることは，これら不安定就業の労働者をそのままの就労形態で釧

路圏内の地域経済の中に取り込もうとする姿勢がうかがえる。行政の対応も含めて，公共職業安定

所の昭和62年度『業務概況』の「産業別展用保険被保険者資格・取得・喪失」を検討し，臨時的雇

用・季節的麗用の雇用と解雇の時期を表したものが図1である。この図からも明らかなように，臨

時的雇用・季節的麗用の多くを占める産業においては，ほぽ大震に雇用する時期と解雇する時期が

周期的に巡って来ている(製造業においては，食品加工業等で原材料たる魚種等によって，水揚げ

の時期が異なることにも影響していると考えられる)。すなわち，これら不安定就業労働者は，一定

稼度が釧路地域内において雇用と解麗の循環の中に位置付けられており，この循環の中で産業予備

軍(相対的過剰人口)として長期的に劣惑な労働条件の下におかれていると考えられる。加えて，

例えば建設業の場合であれば，冬期間の仕事が無い時期でも 1974年以降失業給付の特例一時金の

90日分が50日にカットされ建設季節労働者の冬期間の生活維持が臨難になっている(この展開の

詳絡は後述)。
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図1 不安定就業労働者・産業別雇用と解雇のサイクル
「産業別雇用保険被保険者資格取得(喪失)状況J、釧路公共職業安定所
『昭和62年度・業務概況』より(濯用保険〔短期〕のみ掲載)
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第二に、市行政としてもこうした特定地域内にとどまらず，全国・全道的な労働力の「流動性」

を高める政策をもって対応している。季節移動(出稼)労働者援護事業がそれにあたる。また，公

しい動向は把握されていないが，出稼ぎ労働については企業が出稼ぎ労共職業安定所においても

働者を募集して一指して雇用先へ労働者を連れていく，労働者派遣事業的な出稼ぎ労働の形態も存

在してきている。

第三に，国策として失業対策事業についてはその打ち切りの意歯した幾たびかの制度(法)変吏

この対象者の平均年により，昭和62年度においては対象者が32名にまで縮小されている。また，

齢も 60歳を超えており，制度の実質的打ち切りの危機が目前まで迫っている。

以上の点を踏まえて導ける(市)行政の対応の特徴とは，第一に釧路市の地域経済への不安定就
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業労働者としての取り込みであり，第二には他地域への労働者の流出に対する笑質的無策である。

III.季節労働者の労働運動の展開と釧路企業組合の事業展開

A.麗用保険法の成立と季節労働者の冬期麗用・生活保障問題

この節からは，不安定就業労働者の中でもさしあたり季節労働者を対象として考察を進めていく。

それはまず， 1974年蔵用保険法の成立と共に，道内では主に季節労働者の(冬期)麗用・生活保障

問題が顕在化し，対抗する運動の中で企業組合運動が生まれたことによる。特に~II路企業組合の創

立と事業展開の中では，地域の住民組織や他の不安定就業労働者との協同が顕著であることによる。

北海道における(建設)季節労働者の運動の1つの画期は， II支援には 1974年の麗用保険法の成立

により，失業手当の90日分給付が短期特例一時金として 50日分にカットされたことに白来する。

この給付金によって冬期間の生計を立てていた季節労働者は，北海道において冬期間の就労口が無

いままであり，冬期間の生活保障は深刻な問題となった。 r~七海道の季節労働者の多くは，せめて冬

場は家族と一緒に暮らしながら体力を養いたい，と願っていたわけであるが，積極的労働カ政策の

下では，秋冬にも労働力不足の地帯に出かけて働いてもらいたい，と期待されたのであるo}九

ここにおいて季節労働者を中心とする運動が全道的に前進する o それまで失対打ち切りに対する

翻争を主要に行っていた全日自労が，この問題を機に建設(季節)労働者の組織化と運動にも乗り

出してくる。その後この全日自労が中心となり他の住民組織も巻き込みながら， (地元で働く仕事と

90日給付を要求する北海道連絡会〕を組織し，会道的な運動を渓関する。また， 1977年には全道労

協を中心とした北海道出稼者対策連絡会議が北海道季節労働者組合協議会へと改組される。こうし

た季節労働者の労働運動が，政府をして 90臼給付を復活する代替の産物として積雪寒冷地冬期雇用

促進給付金制度(以下，積寒制度と表記)を発足させるに至る。制度的には，雇用保険の短期特例

一時金の受給資格をもった労働者を麗用保険適用事業所で1~3 月の関雇用し r就労・講習」を行

い賃金を払った場合には，給付金を事業所へ支給するというものであった。またその後この制度の

活用に当たり， 1978年度からは季節労働者が中小企業組合法に基づいて企業組合をつくれば，積寒

給付金を支給する受けlIllとして認められるということとなった。

先の「就労・講習」の内容の規定が緩やかであったこともあり，この制度変更を主主点として，北

海道における企業組合連動が，さしあたりは冬期間の就労・生活保障の機関として本格的に展開す

ることになる(釧路企業組合での講習受講者数の推移:国2参照)。

B. ~II路企業組合就労事業の展開

1.就労事業の発展過程と段階区分

この項では，講習事業以外のもう一つの柱であり，銀11路企業組合としてはその設立当初より展望
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釧路建設厚生企業組合受講者数図2
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していた就労事業の発展過稼について述べていく。その際，動態として把握できるようにここでは

銀11路企業組合活動の中でとりわけ就労事業の質的・量的発展の特徴にしたがって，発援段階の区分

を試みることにする(事業高の推移:図3，表1参照)。設定した段階区分の概略は以下のとおりで

ある。

第 1 期〔訪日路企業組合の設立期(設立準備期~1980 年日銀11路企業組合がその基本的役割と発展方

向を模索した時期である。設立時から季節労働者の仕事と生活の保障を目指した釧路企業組合では，

積寒制度に基づいて，講習事業を開始とともに自治体へ要求して冬期就労保障にとりくみ，更にこ

の2つの事業を通じて，年間を通して仕事にっけない(季節)労働者の存在が意識されるようになっ
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表 1 ~II路企業組合事業高推移

|事業総額
完成工事蔦(土木・建築+元失ます部門) ピルメン事業

i総額 総稼 前年比 公共 民間 冬期就労保闘 都王手比 |総額 前年比 うち公共
1979年 1625 1625 1625 1625 
1980年 21359 21359 1314% 2858 176% 
1981年 66152 66152 310% 4570 160% 
1982年 95225 95225 144% 11681 256% 
1983年 77288 74379 78% 37030 37349 17447 149% 2909 
19841手 60118 54268 73% 13724 79% 5850 201% 
19851手 69498 60999 112% 10240 75% 8499 145% 
19861手 81777 72636 119% 36022 36634 12527 122% 9141 108% 187 
1987年 74948 65195 90% 12300 98% 9753 107% 
19881手 68546 56928 87% 14495 118% 11618 11-9% 
1989年 82917 70160 123% 47223 22937 13389 92% 12757 110% 1919 

た。その後， 1980年の理事会の中で，季節労働者・高齢者の(冬期以外においても)仕事と生活の

保障のために，通年事業体としての発展する方向性を規定付けている。

第 2 期〔就労事業の急速な拡大期 (1980~1982)J 鋭l路企業組合が，通年事業体として発燦するこ

とを可能にするために，夏期と冬期の就労毒事業の拡大において実践的な経験を積んだ時期である。

まず民間からの協力によって仕事を拡大し，次いで公共機関への就労保障の要求を通じて公共から

の受注を獲得し(閣4参照)，通年雇用の技能労働者，季節雇用の労働者を含め，全体で 20~30 名

の就労を保障している。結果的にこの3年間で (1982/1979比)，冬期就労保障で約7倍，夏期を

含めて完成工事高で8，300万円の増(1982/1979比では約59倍)の大幅な事業の拡大を果たした。

また，現場労働者が自主的に自らの労働を管理できるための綴織的枠組として，中高年事業団も設

立されている。

第 3 期〔就労事業による通年事業体としての確立期 (1983~1989)J 道内建設業の頭打ちの状況と，

1983年度から実施された冬期講習の制度変更で講習事業が単独の事業としては成り立たないと言

える状況がニ主義に襲ってくる中で，既存の事業上の工夫と共に，新規事業を開拓しながら就労事業

中心の事業体として一定確立した時期であるo より具体的には，民間の事業が落ち込む中で公共の

事業の獲得を増やし，ビルメン等の新規事業を拡大している。しかしそれでも，事態は深刻であり，

他企業へ就職して企業総合を離れるという状況もそれが可能な労働者の中ででてきた。また 88年度

からは，元失業対策事業就労の労働者への公的就労保障も組織し，事業的には土木・建築部門，ビ

ルメン部門，元失対労働者部門の三部門を確立している。

2.第1期〔錫11路企業総会の設立期〕

銀11路企業組合の発撲をまず設立の経過から克ると， 1978年に建設一般会日自労・新婦人の会・高

教組・生活と健康を守る会，等の9団体からなる地域組織 rいのちとくらしを守る釧路市民会議』

が中心として釧路企業組合の設立を準備している。議11路企業組合昭和54年度(初年度)総会議案に
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企業組合運動における不安定就業労働者の主体形成についての考察

関4-1 鋭i路企業組合事業(公共)

1983年 1986年 1989年

菌4-2 釧銘組合事業(民間)

1983年 1986年 1989年

も「…季節労働者が棺互に協力して，地元で働く と生活の保障のため釧路企業組合を設立する。

…J と記述されているように，これらの地域住民・労働者組織の協同(地域共闘)は地域での麗用

拡大の目的を共有していたと考えられる。したがってこれら地域組織の協同によって，鎖l路企業組

合の基本的な発展方向が規定されていったと述べても過言ではない。この地域共翻では更に，銀"路

金業組合の総会議案(1979年度)中にも記述されているように「…特に全国有数の失業多発地帯と

されている道内の季節労働者の地元で働く仕事と生活保障の課題は，社会，政治問題であるりとい

う共通認識を持ち，企業組合の「二つの任務」として Iその一つは，積雪寒冷地冬期雇用促進給付
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金制度(以下，積寒制度と表記)の受け皿として，季節労働者の冬場の仕事と生活を守ること。そ

のこつは，当時釧路支庁管内に 1 万 2 千人いた(うち 70~80%は建設労働者)季節労働者を労働組

合(建設一般全日自労)に組織すること O}4)という記述にも見られるように，労働組合の組織強化も

意識されていたことが分かる。各地域住民・労働者が協力して組織釧路企業組合の設立を果たす上

で地域づくりと地域の労働組合強化が一致点となっていたことは興味深い。

こうした経過の下釧路企業組合は， 1979年に設立を果たし，早速3月より講習事業を開始する。

この講習事業で特徴的なのは， 1979年当初から，銀11路市はもとより阿寒町，厚岸荷J，標茶町，白糠

町，鶴居村まで講習会場を広げ 4月以降に浜中町を除いた針路支庁管内全ての市町村に鋲i路企業

組合の連絡所を作り(標茶は独立)，根室厚生録11路食業組合の設立へ「全面的に協カしJ (昭和54年

度総会議案)ている等のとりくみを渓関していることである。すなわちこの講習事業拡大のとりく

みによって， 1978年度で262入， 79年度で1，095名の受講者(季節労働者)が参加するという実績

が生まれた。この 79年度の数字は当時約12，000人と言われる釧路支庁管内の季節労働者の 1部弱

にあたる。また問時に積寒制度の中の(5日間程度の)就労部分の保障を， &111路企業組合が主体と

なって各市町村自治体へ要求している。その成果は，例えば1979年には「季節労働者(冬期)就労

保障事業」として標茶，厚岸町からの仕事を獲得したことに現れている。

この講習事業と冬期就労保障は，広範な季節労働者の生活条件を支えたという意味で，議11銘企業

組合にとって最も基礎的な存立条件となった。

買おこ，講管事業の広域化(拡大)のとりくみは，その事業自身の意味と共に，地域自治体との関

係で銀11路企業総合が季節労働者の公的な組織として位置付けられ，仕事を獲得できる関係を広域の

自治体とむすぶ条件ができるという，非常に重要さな意味を持つこととなった。また多くの季節労働

者偶人にとっても，講習事業そ通じて釧路企業組合を知る機会を持つことになる。このことは，事

実経過として f(設立丸 1年で)，事務所の周りに比較的年齢の高い(元)季節労働者で， 6月7月

になっても「働きに行けない」ひとが目立つようになった}5)というような事態へとつながり，通年

事業体としての確立する直接の契機のーっとなった。

以上のように釧路企業組合は，地域組織との密接な関係において，また季節労働者個人との関係

において通年事業体としての確立が要請される条件があり，以下のような発展方向を鮮明にしてい

る。 1980年釧路企業組合理事会での議論された 4つの発展方向とは「第一に冬期職業講習と冬期就

労対策事業の拡大，第二に季節労働からもはじきだされた高齢化の仕事確保とその鉱大，

設業の許可の取得，建設業者としての地歩を築くと同時に，一件五百~一千万円の工事を受注でき

る業者として発展する，第四に零細建設業者の協同組合づくりへとりくむこと}6)であった。特に，

第一の高齢者の仕事拡大の組織として「中高年福祉事業問活動への意欲的なとりくみを」と言われ

(昭和55年度総会議案)，第三の業者登録の取得のとりくみが次の段階で実践されることになる。

88-



企業組合運動における不安定就業労働者の主体形成についての考望書

3.第2期〔就労事業の急速な鉱大期) (1980~1982) 

通年雇用(夏期雇用)の事業拡大においては，まず民間からの発注が伸びている。この販の民間

からの受注は①他の地域民間団体の協力で受注された仕事，②大工や表具工などの労働者が自ら受

注してきた仕事が中心であり，他には宣告等を通じて議け負った仕事も存在した。新築工事から，

子守・タイプの仕事まで，非常に多様な仕事が存在している。このことからも非常に不安定な受注

の状況であったことがわかる。

一方で公共機関からの就労の獲得は， 1981年に「建設業」で業者登録を済ませ， 1981年には道や

釧路開発建設部で， 1982年には釧路市で入札資格を獲得する後で，急速に仕事の受注を広げた。特

徴的なのは，銀11路市だけにとどまらず，土木現業所(北海道)，潟辺町村からの受注も多く存在する

ことである。この多方面からの受注は，第1期で述べたように講習事業・冬期就労保障の実績を生

かしながら，かつ季節労働者の就労保障の問題へ自治体の資務としてとりくませていく実践によっ

て実現したものと考えられる。そして，このことは各自治体においても季節労働者の雇用問題が一

定共通に認識される条件があることを示している。また，公共機関からの受注におけるもうひとつ

の特徴は，労働を通じた Y主みよい地域づくりかへの賞献を掲げて仕事の量的拡大の追求をすすめ

たことである。陣寒町にある元炭鉱の老朽化した施設が子ども遼のたまり場となっているという情

報を受けて現地を視察し，理事長中心に町に対してこの建物の解体を提案し，仕事として請け負う

という経験も持った。これらのことと釧路企業組合が解体事業が優先的に受注できることが関連し

ている。

こうした経過の中での受注の割合については， 1980年段階で全体の受注数の94%が民間だが，

1983年段階で公共と民間の比率・発注金額で同値，発注数で全体としては 1: 4というように，公

共事業への比率が高まっていることがわかる。

また労働条件としても，各種保険や退職金共済への全員加入を実施している。針路企業組合の総

体としては，主に民間と公共からの就労の獲得を通じて，労働市場から排除されつつある季節労働

者の就労と生活を保障しながら，なおかつ通年事業体としての経営することが可能なのかを模索し

た時期であった。その擦，冬期就労保障・議習事業を通じた管内の市町村(自治体)との関係，地

域の民間団体との協力関係を基盤に就労事業の拡大を果たし，当時で総体35名の労働者の体制でも

事業体として存続して行くことが可能となっている。

4. 第 3 期〔就労事業中心の事業体としての一定の確立場 (1983~))

80年代前半は，公共事業への依存率の高い北海道の建設業においては，公共事業費の押え込みの

中，高度経済成長期以降初めて元請け完成工事高・建設業事業所数と従業員数が停滞・減少した時

期に当たる(図5参照)。建設業界のこのような状況を反映して，銀11路企業組合に対してもこと木・建

築を中心に受注が低下する。
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また 83年3月で穣寒制度が大幅に制度変更を受け，講習事業が就労と分離されそれ自体で管理経

費を生むなど，事業として採算をとり運営することが密難になった。

これらの主には 2つの状況が， iWlI路企業組合の経営にも深刻な打撃を与えた。就労事業の事業高

が初めて減少に転じ，総完成工事高で前年費 78%となる(1983年度完成工事高/1982年度完成工

事高)。このため主に理事会や事務所勤務の労働者中心となって制度の学習と釧路企業総合の生き残

りの展望や組織的な対応、に関する討議が何度もなされている。その結論とは，季節労働者の生活保

提言としての講習事業安現状で存続しながら，就労事業中心の銀11路企業組合の運営への転換をはかる

ことであった。そして，就労事業を釧路一企業組合運営の基盤として確立するため，具体的には①経

営改善，②新規事業の開始が方針としてとりくまれている。経営改善では，例えば管潔労働従事の

事務所勤務の労働者の多くを季節的震用に切り換えた労務費の削減も行われた。関連して，事務所

勤務の労働者もそのほとんどが現場労働に従事することとなった。また建設季節労働者同様労働市

場から排除されたり，劣悪な労働条件に霞かれている中高年労働者の就労の場の保障のために，ビ

ルメン部門の新規事業発足，そして引き続き公共機関からの仕事を獲得を実銭している。このどル

メン部門については，中高年麗用・福祉事業団(労働者協同組合)全国連合会(以下，全国事業屈

と表記)との協力関係のT，1982主手ごろから研修への派遣や実施研修など具体的に準備を進めてき

た部門であった。ここでは，どルメン部門で一定の技術的・実践的な蓄積のある中高年福祉・全国

事業団(労働者協同組合/以下，全国事業団と表記)との密接な連携を計り，研修も全国事業団の

全面的な協力の下実践上の先進的現場への研修となっている。また，最初に鎖|路企業組合として清

婦と夜警の仕事を獲得できたのは，動盟主協関連の病院である。これらの経過からして，鋲|路企業組

合のビルメン部門の事業が，地域的な共闘関係と全国事業閣の援助を重要な要素として，展開する
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ことが出来たと言える。

また， f也の不安定業労働者層として，元失業対策事業に従事し，その後任意就業事業に従事して

いた労働者が釧路企業組合において就労するようになる。経過としては，年齢制限の設けられた失

対事業と，その後2年しか継続して就労できない任意就業事業も終えた労働者が，運動を通じて釧

路企業組合を受け皿とした仕事の獲得に成功したものである。高齢の労働者も多いが，道路維持等

の仕事を無理のない形で果たしている。またこのことによって釧路企業組合は、客観的には公共性

を高める条件を持ったとも考えられる。

又，この第3期にでは，建設・土木と元失対労働者の部門を合わせて，ゆるやかに鎖!路企業組合

仕事の質が変化してきている。例えば仕事の受注元と仕事の質の変化である。第3期には，第2期

と比較したときに，銀"路市では道路管理・公開緑地・港湾課の発注(仕事の要求)が増えた。ま

た仕事の内容にしても，第2期に多かった解体・補修工事が減り，道路維持(主に清掃・草刈)，清

掃が増えてきている。このことからも，第3販に入り公共部門で明らかに軽作業中心の事業内容に

変わってきており，それは就業者の傾向と関連しているo これまで第2期において釧路企業組合の

土木・建築の管理労働と現場労働を受け持っていた，大工などの熟練労働者が，様々な理由で事"路

食業組合から離れて行くことになる。そして，結果的には入れ替わる形で現場労働者においても

務所勤務の労働者においても(元)建設労働者の比率が下がっている。例えば， 1983年段階と 1990

年段階の組織図(国6参照)とを見るときに， 1983年度には現場労働者においても事務所勤務の労

働者においても半数以上を占めていた(元)建設労働者が， 1990年度には毒事務所勤務の労働者に 2

人，現場労働者に 2人しか(元)建設労働者はいない。したがって，第3期においては労働者構成

の変化と軽労働への移行が相互に関連して展開しているということができる。

以上の経過の中で，事業誌は第3期を通じて，一度落ち込んだ後 1989年度には 1983年レベルを

越えている。完成工事高の推移で見る限り，公共:民間の完成工事高の比率は， 1986年では 1: 1 

であるが， 1989年段階ではほぼ2 1にまで広がり，総額として 1989年でほぼ1983年の額を維持

してきている。 1983年度を越えるのはどルメン事業(の開始)による部分であり，民間部門での事

を大幅に伸ばしてきた。また，季節労働者の冬期就労保障に関わって，秋枯れ，春枯れの時期

の労働の確保や，関連して短期特例一時金の受給資格を獲得の援助も行い始めている(年間5人程

度の救済)。この分野では，引き続き建設季節労働者の生活保離などのため救済に取り組んでいる。

これらの実践を通じて，就労事業を中心としてきた釧路食業総合の事業の総体としては先の経営改

善と新規事業開始の下で現在の規模での中高年労働者の就労機会の保障を何とか維持できていると

いえる。また加えて，事業高の維持にとって，事務所勤務の労働者と現場労働者のそれぞれが主体

的に労働へとりくんでいることに負っている部分も大きい。

このような釧路食業組合の発展段階から，仕事の量的拡大の実践の教割を導くことが出来る。一

点めは，就労保障について自治体と一定の協力的な関係を持ったことである。二点めには，地域総
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国6 劃11路企業組合組織図

83年8月(第3期直前)組織図
この直後にビルメン部門がつくられる

SJII路建設厚生企業絡会

事務所理事務労働者 (9名)

0事務{綬渡)担当 (2)書
生イプ

0:1:ホ..童接部m!!さき (5)• 

[内訳111童築明書聖呉・議議・土木工i

。清掃・ヘルパー (2) .1 
{子守、へんパー〕

内訳 l大工7名、土工19名i

住居解体、表具工事、塗装、内装、
新按・増築工事、
汚泥処理、家〉崎、引っ起し手伝い、

冬協議寝(のみ)参加者{約1900名)
{うち200名程度が冬期就労保鱒事業へ書加]

町有材伐採、公宅解体、 .1. 
側溝E宣告白除智、等 .X20 (200名程度}説労

3主)就労形態(1 、事務所勤務労働者が常用、 E車場労働者築関が季鈴(~締)就労である。

{90年度・組織図〉

釧路建設厚生企業総合

事務所勤務労働者 (7名)
*事業問事務局を含む

。鵬首事業(会場、 i轟蹄)漣当(1)
寧例EZI事例E(3i陣E)

。土木・建築漫場担当 (2)量豊6i)
<*例F> .. .. "-=-' 

Oピルメン!l!議(1)I 
{耳障f!fC)

O各現犠補佐 (1)骨

〈噂例。〉

O怪浬・総務担滋(1)骨i里)
{事例A) 一}

鋭路中高年事業関持{企業組合の混場労働者集団)

G'~ 

{うち200名程度が喜紛就労保障事業へ参加}

E可抑採伺解体 E骨X20(問程度)就労

i:t 1 )刺骨は現場労働への就労者町。そ問10人 5人 1ん

注2)事務所勤務労働者の@は、細企業組合の理事を指す。

i主3)就労形態(1、援事長と事例Aの労働者がi且王手{常用)、ピルメン鶴r，がパート、他(;t季節的就労
{臨時) 0 (事務所総務労働者も臨締が多い}。

合織との協力関係が強国であることである。三点めには，全国事業団と事業運営・経営上の協力関

係があったことが挙げられる。また，これらの仕事の拡大を通じて特徴的なのは，労働者に合わせ

た労働の質の追及であった。このことが，次の仕事の獲得の拡大再生産へとつながるのである。ま

たこの労働者に合わせた労働の質の実現は，鎖i路企業組合の事業活動への現場労働者の参画を強め
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ることによって現時点でも絶えず、追及されている。次項では，この参画の笑践について，現場労働

者の管理労働への参闘の広がりに焦点をあてることで述べていきたい。

C.管理労働への現場労働者の参蘭の広がり

労働自主編成の実践を支える釧路企業組合総体としての動きとしては，主に管理労働への現場労

働者の参画の動きを指摘することができる。図6の組織図に示される事務所勤務の労働者を対象と

している面接調査から，先に述べた以上の動きを考察することができる。まず最初に，各事務所勤

務の労働者が管理労働の中にどう位置付けられているかという点であるが，この調査結果を 90年度

の現時点についてまとめたものが表2 (尚，表2の対象は，①労働の分配，②労働力の配霞編成，

③生産手段(道具)管理・編成らが直接現場労働者への関連する管'理労働としている)である。関

連して表3は，各事務所勤務の労働者の管理労働が，現場労働者との関係でどのような形態をとっ

ているかを便笠上3つに区分しでまとめたものである。特にIIが合意や承認を現場労働者へ求める

労働であり，1IIは現場労働者がその編成の主体であり，その上で事務所勤務の労働者が援効する労

働である。従ってからIIIに移るに従って現場労働者はより深く管理労働へかかわっていること

になる。またこれらの管理労働の発生の経過を表したものが図 7であるが，関 7と表3とを重ねて

みると， II'IIIの管理労働の形態が増えてきていることが分かる。更に表21:::の関連させると， II・

IIIに分類される管湾労働については主に第3期以降に始められており，またIIに分類されるような

分配の公開については，事例B，Fら労働者の発言にあるように r(事務所勤務の労働者が)積極的

に現場仕事場，現場労働者の団会議}に入J ることで90年度から積極的に実施されている。

これら管理労働への参画の拡大という現象は，銀11路企業総合の事業発展段階との関係では，以下

の3点を契機として展開されていると考えられる o第1には，第3期初めの経営の危機との関係で，

賃金(上昇)の限界を現場労働者と合意する必要があったことである。この際に，労働者協同組合

的な方法として，経営の状況について一定公開しながら，であるo 第2には，特に事務所勤務労働

者やピルメン部門の現場労働者のところで，管湾労働へ参画するという発想、を，全顕著事業聞から学

ぶ学習の機会があったことである。第3には，事務所勤務労働者と現場労働者の間に，管潔労働へ

の不満やそこへの参加の関求ができる相互関係が存夜したことである。これは，土木・建築部門労

働者によって賃金の分配についての公開が要求されているが，その背景として(表4にあるように)

現場労働者からは「ものがいいやすいところがある」という相互関係への評価があることは議委で

ある。ここで別の言い方をするならば，以上の3点は管理労働への参繭の意義が現場労働者によっ

て認識される条件であると苦うことができる。

以上の管理労働への現場労働者の参画(の拡大)を土台としながら，労働を自主的に編成するい

かなる実践が展開されているのだろうか。
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表2

、、~、~\、、 分 配 労働配霞 生産手段 労働内容

④(草刈等)能力による賃

金2査を無くすことを現場
で議論して決める。

@: 現場労働者から「張り合

い持てるように，なんぼで
(?~)草刈機などは，現場 ②現場担当者の配霞(現場

土木・建築
請け負って，どれくらい

から震って，修埋・交換を での仕事の段取り[積算，
ゃったらいくら貰えるの

やる。 見積もり等])
か，分かるようにしてほし

いJと発言がある。以降，

新しい仕事に入る前に絞

理(請負額，人区と予定資

金等)を公開している

cr分配の内訳を，毎月現場 ③清掃道具など，出来るだ
③現場担当者なし

労働者へ報告(どういう仕
け現場で修理するが，現場

③汚いところがあったら，
元失対労働者

事があり，何日現場に入つ
③肉右 労働者で修理不能だった

仕事の範留ではなくても

て，策金がいくらか)
り，する場合には，事務所

できる範閤で揃徐する。
勤務の労働者へ申の出るo

③ローテーションの考案
④病続の5月オープンと

「ひとりひとりの顔や性格
何時に使われ始めたダス

が違うように，ひとりひと

りが(汚くて)気になると
キンモップが f金呉が沢山

④現場担当者配置 m司会議
④現場労働者の代表が，現 ころも違うから，多くの人

{すいておりある稼度使っ
援助，現場労働の機効)

ピ Jレメン 場担当から経理の説明を がやると奇麗になるoJ
てみて重かったため，鍵症

④病院への注射針処理の

受ける ④現場労働者の事情を反
炎になるかも知れないと

問題などでの提案が準備

狭し，助け合える配讃編成
思い，みんなに意見を関い

されている

ex. 授業参観時のカ
たらやっぱり震いという

ノTー，夕食の待問に隠に合
ことだったので~求して

うような記霞
変えてもらったoJ

注)丸数字は，実践の開始期。(②~第 2 期，③~第 3 期，④~1990年度)

III.労働自主編成の農聞と相互関係編成の主体形成

人労働の岳主編成の実践の展開

まず最初に挙げる労働自主編成の笑践とは，さしあたり現場労働者にとって労働条件の実質的な

改善の内容を含むものである。

こうした内容に焦点を当てるとき，労働自主編成の笑践は以下のように展開していると考えられ

る。

労働過稼に関わる労働力配置編成と (生産手段)の管理への参両という労働の自主編成の実

践は，ビルメン部門で最も積極的にE差額していると考えられる。ピルメン部門のK病院においては，
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表3

¥¥  1.事務所勤務の労働者・専門的労働 II，現場労働者へ公掬・合意する労働 IlI， (現場労働者の担う管理労働)

-退職金総度，援期保険への全員加入

， (制度活用による)経営改義
[分配]・配当金の予定(事例B労働鳴

事例A 問 中高年開発給付金 (83年まで)/

冬期講習・講師用の経費の活用・季節
と協同)

的援用による制度活用 (84年から)

[分配]・何年ほど前から給料計算等
[分配/土]・経理の公開についての協

の仕事が自立化し)最低賃金を溺らな
カ

([(配霞)労働時間管理/失])

事例日 い程度の配慮
[分配&配置/失]・就労臼数を増やす

-労働待問， (一日の)労働援の議撃を

[配遺/オ二]・最低賃金との関連での配
努力

現場に任せる

震編成(事例Fらの労働者と協問)

[:iに分配/ピ]・病院と事業単舗につ
[分配/ど]・経理・分配の公開，承認 [配霞/ビ]・現場労働者の婆求に即し

事例C [生産手段/ピ]・清掃道具などの選 た編成への援効
いての交渉

択，承認 ex. Bl:I会議運営援効，現場での労働

事例D
[配霞]・各現場の補助としての現場労

[分配/土ト緩理・分配の公開
!勤

事例E ※議官号事業担当のため対象外

[夜霞/土ト能力に応じた配霞と生活
[分配/土]・経理・分配の公開

事例F [分配/土]・能力別賃金格差無しの議
保障(最資割lらない)配霞の統一

三amA 

主主)土…土木・建築/ビ…ビルメン部門/失…元失対労働従事者

例えば新しいモップの導入時に，現場労働者から「重くて…取り替えて欲ししりという要望で間会

議で議論し，軽いモップへ替えている。また現場労働者によるローテ…ション作成を通じて，例え

ば授業参観の多い期間には相互に出席できるよう編成を変えたり，仕事の終る 17:30という時間が

家庭での夕食準備には遅すぎるという議論があがり，夜警の労働者との話し合いも行われた (90年

の調査時には議論継続中)。元失対労働者の部門では，集由的に道路維持(清掃や氷割り等)の労働

を行っているが，その継続時間や休憩などは現場労働者の自主的な編成(管理)に任せられている。

このことを通じて，仔uえば冬の寒い日は環場労働者相互の話し合いによってその日の労働時間が決

められている。また，現場労働者同士の判断によっては r汚いところがあったら，担当の地域外で

も掃除するJ ことも行われている。これらは[1)労働が健康にとって無現でないよう，又(2 ) 

家庭生活へ負担とならないように自らの労働条件を改善しているという意味で，現場労働者による

労働自主編成の実践であると言えよう。

会ての部門の現場労働者にとっては，これらの実践を含め自分の労働の管理に関わって一定穏度

議論する場があるが，それらの場への現場労働者の参画の形態は，前述のII・1IIの形態と一致する。

更にこれらの場を通じて，経理や労働の成果(賃金)分配を公開にかかわった労働自主編成も実
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図7

第1綴 第2怨
・通年事業体としての模索

就労事業の護得

労働環境の験備

第3期 90年度

緩ま軍
総務

理

者
一
連
管

当
一
管
譲

複
担
一
行
配

建
場
一
進
者

.
現
一
場
機

木

.

混

労

土

・

接されている。土木・建築部門では，議11路企業組合の総会の時に現場労働者から「張り合いがでる

ためにもいくらで請け負って，いくら働いたらいくら貰えるのかを教えて欲しいoJと公開を求める

声が上がり，経理の公謂が実現されている。また，ほぽ同じ時期に，やはり現場労働者からの意見

として}1草刈等の仕事で多少能力の笈があっても平等に賃金の差をつけないよう提起があり，これ

も実現されている。こういった経過を受けて，現状では全ての部門で労働の成果(賃金)分配の公

開は行われている。しかし，この公開によって直接労働条件の改善が見られるわけではない。経理

の一定の公開は，次に述べる労働者相互の関係の編成へのインパクトをもっという意味がある。

以上の展開から明らかになった労働自主編成の笑践とは，現場労働者によって労働過程の編成に

関わって(1J・(2 Jへ向けての労働条件の改善が行われているということであり，また直接経営

に関わる労働の成果の分配の側面においては，事務所勤務の労働者らの経営的な判断に対して，現

場労働者が合意の機会があるということであった。

前述の展開の中からも明らかなように労働自主編成は，現場労働者仕事務所勤務の労働者)の
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表4

労働への意義付け 労働条件・内容の受げ止め
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ピノレメン

「病院を清潔にするJ

「病院に愛情をもって仕事をやろう

とよく周りの方にも話すJ
f閉会議でいろいろ要求をまとめた

りすることを強識していたが，今年

5月から企業組合のピルメン担当者
も頑張ってくれて，問会議が定例化
し，その中で、いつでもものが震え

る"券関気にしようと思った。J以上，

事例⑧

「ひとりひとりの顔や性格が逢うよ

うに，ひとりひとりが(汚くて)気に
なるところも違うから，多くの人が
やると奇麗になるJ
， (ローテーションについて)これは，

現場の労働者でないと分からないこ
と。汗を流しながら自分の体で捌ん
でわかるもの I 'お友いに身近なことが要求として
病院の5月オープンと向勝に使われ|

|言い合えるようになってきているu
始めたダスキンモップがf金具が沢|I '病院に愛情をもってJ援するという
山付いておりある稜度使ってみて重|

|点では仕事の中で怠けようとする
かったため，隠章炎になるかも知れ|

|人もいるJ
ないと思い，みんなに意見を開いたい J I 'お互いに，身近なことについて話せ
らやっぱり重いということだったの|

|るようになり，労働の中でも自分が
で要求して変えてもらったoJ

|普段感じていることを出し合える雰
， (祭金は)援低賃金十α位t-.，他の病院|

|鐙気になっているoJ以上，事例⑧
の業者の掃徐と比べて安いときもある l

くらい，本州と比べるととても安いoJ
「企業組合がもうけ主義ではないし，そ

れを数字の上で参加しているのでわか
るから，事務所勤務の労働者へ、安いで

すよ'とは言わない。経営がt苦しいこと
が分かるので無理は震えない。J
以上，事例⑧
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集間的な実践である。ここで次には，この労働者集団が，総体として労働の場で労働に対して[自

主的にとりくむ]= [主体性(やる気)をもっ]笑態であるのかを考察する必要がある。そしてその

ためには，集団である放に相互の関係の内容が問われるのである。

まず最初に現場労働者と事務所勤務の労働者の双方が労働者相互の関係を取り結んでいる実践に

ついても述べておく o

前節では現場労働者の間で，また現場労働者と事務所勤務の労働者との聞では， IIとIIIの形態に

郎して労働条件の改善に関して議論したり，意見交件をする場があることを述べた。その場では，

現場労働者からの r(賃金やその月の労働について)いろいろ話すJ (土木・建築部門)， r (回会議で)

お互いに身近なことについて話せるようになり，労働の仁やでも自分が普段感じていることを出し合

える雰囲気J (ビルメン部門)といった発言からも，現場労働者間でも交流が計られていることが分

かる。また，現場の労働過程では， r (草刈等の仕事で)誰かが遅れていても…足りない分はみんな

で補っているJ (事務所勤務の労働者から)， r怠けないように注意する。」・「体調悪いときは休んだ

方がいいと言うり(元失対労働者部門)， r怠けてるような人には配慮しながら注意する。J (ビルメ

ン部門)という現場労働者の発言から，現場労働者同士がお互いの労働へ配慮し合あうことも行わ

れている。

このように現場労働者が相互の関係の編成かかわることは，自らによってどのように受け止めら

れているのだろうか。

表4を見ると，現場労働者は事務所勤務労働者に対する関係については，全体としては(特に他

企業と比較して)樹立にものが苦いやすい雰囲気(関係)があると評価している。

その中でもとりわけ労働の成果の分配については，現場労働者はその公開へは当り前のように認

識している反面，現場労働者から現実の賃金への不満の表明することは擦路している。この擦践は，

ビルメン部門の現場労働者の「企業組合がもうけ主義ではないし，ぞれを数字の上で参加している

のでわかるから， (事務所勤務労働者へ)。安いですよ'とは言えない」という発脅からもわかるよう

に，現場労働者にとって事務所勤務労働者の管理労働(経営管理)への肯定的な評価を含む薦踏と

考えられる。

また他方で，現場労働者は自分の健康維持に関連した部分では，表4からも全体的に労働力の配

置編成への意見が笑現され得る，又はその意見が苦いやすい関係であると認識している。

第2に，現場労働者a相互の関係については，現場労働者自身によって全般的に「仲が良いJ(土木・

建築部門)と受け止められている。その内容としては，現場労働者が相互の労働を肯定的に評価し

合う=承認し合う関係に表れている。土木・建築部門の労働者は他の現場労働者の労働に対して「草

刈早くできない人がいても本人が一生懸命やってるし，言ったってすぐにうまくできないんだから

(賃金の)差がつかなくてもしょうがなしりと発言している。また元失対部門の労働者は「みんな真

剣で，仕事を休みたいと恩、っている仲間はいない」のであり r(生活保護をもらって)楽するよりは
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働ける間は自分で食べて生きたいという誇りを持った仲関」であると評価している。またビルメン

部門の労働者は，前述の労働力編成や道呉の管潔といった労働自主編成の実践を通じてr(労働条件

を改善しながら)納得し合って，楽しく働けるようになってきたj とも評価している。総体として，

相互の労働や労働に対する姿勢が現場労働者によって承認されているのである。

また一方で現場労働者は，ここまで述べた承認の関係のあるところで相互の労働にたいする批判

を行っていることが述べられている。元失対部門の労働者からは rそこで何しゃべってるんだ?と

注意したり，自分が率先して働き， (その姿勢を見せる中で)皆も働けるようにする。J (一方で「仕

事がきつければ休むようにいうJ) と述べられており，また土木・建築部門やビルメン部門の労働者

からも同様に相互の労働へ怠けないように批判することが述べられている。

このように相互関係の実践がその認、識とほぼ一致しているため，相互の労働に対する 2つの評価

を持ち得る現場労働者の関係を，ここではか労働における承認と批判の相互関係かと呼ぶことにす

る。

この相互関係の下での相互の労働への承認と批判とは，具体的に見るとか仕事なやり切ることか

を相互に励ます方向での評価となっていることが分かるJ仕事をやり切れることかとは，ここでは

まず一方で現場労働者が相互に積極的に労働できるように，お互いに怠けないよう集間的に努力す

ることである。また一方で現場労働者自身が，労働する中でも健康を維持するといった労働力の再

生震を保障することや同様に労働することで家庭生活へ過度の負担をがかからないよう条件を整え

ることという側面ももっ。これら相互関係における実践と意識の中から，現場労働者は労働条件の

改善の実践を主体的に展開し得ると考えられる。従って労働自主編成の実践とは，管理労働への参

画の広がりを基盤としながらも，この承認と批判の相互関係を契機として常に含みながら展開して

いるのである。

これらを労働自主編成の実践主体の側から言いかえるならば，現場労働者相互が，管理労働への

参磁の場で又は労働過程そのものの場で，協同して労働することやそこでの他者へ(相互の労働者

へ)の配慮、を通じて，自らの(1)・(2 Jに関わる要求を一定程度実現している過穏であると設い

得る。

以上のことから更に r労働者がよりよい労働条件を編成し，また労働者相互の関係を編成する主

体としての形成の過程」を考察するためには，労働そのものとこれから自主編成の実践が自らにとっ

てどういう意味があるかという労働者の向い直しについての分析が不可欠となる o それは，第一に

労働の場での自主編成は，労働の意味を自ら向い直すことと結びついてこそ，労働の場における労

働者の主体形成が可能であると考える。即ち労働条件の改善から地域における労働・雇用の場の創

出の展望と作るといった労働の場の変革やその自分にとっての意味を見括えることのできる自己変

革へ向かう可能性が生まれると考えるからである。また第ニに，これまで述べてきた労働の自主編

成の実践が，労働の意味の間い夜しを労働者が持てる契機を含むと考えられるからである。
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B.現場労働者による労働の意味の間い臨し

この節では，現場労働者が向い直した(再評価した)自らの労働の意味の内容について考察して

いく。

表5による整現を見て行く中で，現場労働者にとっての労働の意味とは以下の点にあらわされる。

まず、第一に 3つの部門に共通している f労働の意味』に，無壊なく健康に働く場であることを

あげることができる。つまり，それぞれの部門毎の労働者の体力と労働の経験にとって無理となら

ない労働であるという評価が，現場労働者の関で適用していると考えられるのである。これらの評

価は更に厳密に区分すると，次の 2つに分けることが出来ると考えられる。まず 1)現状の労働の

質が自らの健康にとって無理がないものであるという評価である G また， 2) 自らの自主編成の実

践よって，例えば労働時間の編成や生産手段(清掃道具)の変更を通じた結果として，銀11路企業組

合の労働が無理のないものとなったという評価である。とりわけ， 引を通じて無理のない労働の

とらえかたも展開していると考えられる。例えば，ビルメン部門では「家庭生活にとって無理のな

い労働である」とのとらえかたも生まれてきている。即ち r無理のない」の内容が r自らの体力

にとって」という生現的な条件から，更に「家庭生活にとって」という社会的条件へ拡大すること

で，より広範な意味で労働力の再生産の保障をとらえ，実践としても展開していると考えられる。

また第二に，これも 3つの部門に共通する f労働の意味』としては，生活保障(就労保障)の手

段としての労働が挙げられる。しかし，この一般的な自ら『労働の意味』だけにとどまらず，この

とらえ方からの新たな(労働の意味の再評価の)展開がある。それは，例えば土木・建築部門にお

いては，賃金の平等性の議論に見られるように，単に{陸別の労働者の生活保障の手段にとどまらず，

協同の生活保障の手段としての労働の意味が実践の上で認識されている。また元失対労働者の相IL

の労働(を怠けること)への批判においてもこの生活保障の手段としての協同性が認識されつつあ

るといえるだろう。

更に第三には，元失対労働者の部門とビルメン部門において，労働の社会的意義が認識されつつ

あることも確認できる。自らの労働の実践を通じて地域社会や病院への賞献が意識されているので

あるが，ここで注包されるのはこの社会的意義の認、識が単に「社会的に奉公するためJ の労働では

なく，第一・第二の『労働の意味』と:即ち自らにとっての労働の意味と重ねながらとらえられて

いることである。例えば元失対労働者にとっては，地域の道路・公密の清掃に従事することは，そ

の実践によって自らの労働を地域に定着させるという意義を持ち，また純粋に地域住民から評徹さ

れることによる喜びでもある。またどルメン部門の労働者においては，病院を清潔にすることの震

献は，病践の中での位置付けを高める意義があり，やはり病院の構成員・患者から評価される喜び

であり，更に仲間の労働者と工夫してとりくむことによる楽しみでもあるのである。

これらの労働の意味の問い複しは，単に生活保障の手段としてとらえられがちである労働の意味

-100-



てて

土木・建築

企業組合選動における不安定就業労働者の主体形成についての考察

民 的 手段

を

こ

文

ん

ど

た

と

の

と

あ

ひ

っ

こ

者

る

)

「

あ

た

働

え

で

ら

は

れ

労

増

中

た

と

わ

能

が

す

で

こ

晋

口

技

数

話

い

う

。

合

日

い

付

い

い

場

り

友

イ

と

な

の

か

お

デ

J

③

ら

こ

ば

(

ン

か

例

〉

内

主

、

五

喜

翻

肱

u

h
引

け

か

い

同

日

と

i
町

人

う

ま

金

ゃ

以

業
)
時
間
の
雷
同
れ
貿
じ
。

金

る

「

)

は

こ

り

ん

ど

ん

い

や

・

と

匂

・

ま

い

け

分

無

仕

自

'

た

'

A

ジ

》

」

っ

て

隠

る

あ

、A
U

w

v

f

L

'

w

引

事

一

つ

引

い

り

や

寄

閉

山

山

川

崎

年

パ

ど

)

ぺ

し

あ

か

3
t

る

な

る

例

つ

②

れ

た

き

慕

な

例

く

て

で

(

に

事

て

つ

が

り

察

J

し

い

⑬

活

だ

艇

、

に

と

例

生

ん

筋

M
M

で

る

商

干

の

る

心

バ

ま

れ

J

り

ん

か

パ

時

吋

く

'
4
9き

れ

な

h
i
4
③

て
ふ
T

り

や

千

い

は

方

例

て

ら

し

ま

、

夕

事

室

笈

持

内

f
に

ご

ヨ

て

ふ

維

丸

山

山

気

川

U

晴
、
つ
七
康

t

E
病

rp

持
摩
地
健
税
体
'
山
川
い

叫
刊
で
け
・

2
3
-
h

し

円

て

何
時
ん
は
一
い
町
叫
ん
バ
れ

障

ihh

逮

ヵ

J

、

カ

宅

え

働

〆

気

て

吋

保

ミ

を

で

6
が
し
功
時
吋
て

山
間
引
涜
こ
昭
事
磯
i

M

8

バ
J

M
W
日

T

料

日

悦

市

何

回

郡

南

駒

元失対労働者

。生活保障(経済約自立)

r仕事へはどんなにきつくても，一日でも減るとお金も減って大変だか

ら， i茸ってでも行きますより事例⑦ l I (r失対のときより働いていると思う
「楽するより，働ける院はi3分で食べて主主きたいという誇りを持った仲|

|し，失対の待並の賃金が欲しいと恕う
悶

|ときはあるが， (釧路企業組合てつ働け
0社会的資献(社会約自立

1 ，る臼を 1~2 臼でも多く増やして糞っ
「おばさんたちありがとうと，街の人から結構喜ばれてるのJ以上，事例|

|てるみたいだから，いいんじゃないか
⑦ |  

|と思っているω 事例⑥
「市民の人達に，年寄りの人もこれくらいやれるんだという事を見せなげ|

|ドr)汚寺い所があつたら，仕毛事喜の範凶ではな
ればと思うから，佼事は怠怠、けようと恕

|くても出来る軍範宮閥で掃除する」事伊例j⑥
r汁r汚1奇?い所があつたら，仕事の範囲ではなくても出来る綴闘で締徐する」以|

I r時々，怠ける人がいるfそこで何喋つ
上， 害事例⑥ | 

|てるんだ? と注意したり，自分が率
f鍬路の街の人は，自分の主主の前であっても婦徐をしなくて・-街全体が汚|

|允して仕事をやる中で皆も働けるよう
い。ほら， 00;重りなんて，すごく汚いのよ。奇麗なのは大手のデパー|

|にするJ事例⑥
トの前くらい。J事例⑦ | 

I r仕事へはどんなにきつくても，一日で
。無理なく・健康に働く | 

lも減るとお金も減って大変だから，
fこの仕事を通じて体を惑くした入はいないoJr体懇かったら，休めと言 i" ~，~， N ~，~ .~， n'~~ ~ H I j亘ってでも行きますより事例⑦
うJ以上，事例⑥ ' 

仕事については，冬やっぱり寒いので，途中で15分くらい，あったかい

所で休憩したいと思うことがあるくらいJ

ビリレメン

。病院を奇麗にする[社会的愛献]

r (J主主主連の病院を)労働者として，いずれ自分もおi宣言語になるところと
して清潔にしていたいり

。無理とならない労働(過程を犠牲にしない労働)

。生活保障害

r (ローテーションについて)これは，

現場の労働者でないと分からないこ

と。 f干を流しながら自分の体で摘んで
わかるものJ

「病番号の 5fヲオープンと同時に使われ
始めたダスキンモップが「金呉が沢山

付いておりある稜度使ってみて重かっ

たため，関宝章炎になるかも知れないと

思lい，みんなに意見を開いたらやっぱ

り議いということだったので要求して

変へでもらった。J

「父兄参観があるときなどは，おliい時

間を調慈して，助け合っているJ

f夕食を作るには時間が遅いと要求が

出たJ(夕食の時間へ間に合わせるため

に就労時間を書官繋中)

下車王くて使いやすいモップを知って，う

ちでもとりいれたJr手抜きの業者以前

いて，ベッドの足をづらして掃除をし

ていなかったので裂が残っていると関

いて(自分遼も)註癒しなくてはと思った。J

「手術があるため，掃除の時照も突発的

に変わることがあるなどを知って， (90 

年から)うちの病院でも猿形外科等の

掃除が始まるときの準織として構えて

おくことが出来た。混乱が少なかった。

-101 



社会教育研究第 11号

を再評徹したというだけでなく，以下に述べるような特徴を持つ。まず，それぞれの労働の意味を

とらえ夜す契機は，銀11路企業組合における労働条件の改善，相互関係の編成にあったという点であ

る。このことは，労働の意味の伺い直しが釧路企業組合の労働における協向性の創出の契機となる

といった，逆の関連も含む。また，捉え直された労働の意味が，基本的に倍加的な意味であるにも

かかわらず，労働の自主編成の笑践に即した展開の中で協向性の意味を帯びたものとして労働者に

とらえられ始められている点であるo

N.まとめ 労働者主体影成の到達と課題

説11路企業組合の運動は，山田定市氏も指摘している通りこれまで見てきたように地域社会におけ

る労働者協同組合運動として「その活動領域において地域問題との深いかかわりを持つJため rこ

こでその成員に求められる主体的力量はいわば(地域)統治の主体としてのそれ」である。

しかし前述したような運動の状況において.&111路企業組合の現場労働者を地域づくりの主体とし

て位澄付けるのには，現状ではまだ幾つかの間題が残る。

そのうちのーっとしては，労働自主編成や労働の意味の間い直しが，現場労働者が釧路企業組合

の事業拡大・仕事づくり(すなわち地域における雇用の拡大)へ積極的にとりくむ契機とはなり得

ていない点が挙げられる。ここでは仮説的に表現せざるをえないが.EJらを雇用する事業体を対象

化するかのような不安定就業労働者としての意識が働いていると考えられる。すなわち不安定就業

労働者として，企業への帰属意識が形成されず，また逆に常に事業体の手iJ潤へ無関心でありかつ自

らの利益の確保を厳しく注視する意識が形成されていると考えられるのである。例えば 3部門の

中で.&111路企業総合への就労以前の経燈からして最も「流動性」の高い土木・建築部門の労働者に，

釧路企業組合の事業発艇を対象化するような意識が見られる。銀11路企業組合でとりくみたい仕事に

ついての質問に対して「おれたちが(仕事について)言える道理がねえ。」という発言や，どこから

請け負った仕事かについて「わからなくてもいいoJという発言もあった。これらの労働者の意識は，

この論文の前半で述べたように，解雇と雇用の循環という季節的・臨時的雇用の中で生じたもので

あろう。したがって，この対象化の意識は釧路食業組合に組織されていない不安定就業労働へも一

定の妥当性があると考えられる。

そして，こうした条件の下でこそ，労働への意味向い直しが不安定就業労働者の主体形成にとっ

ての意味が大きいのである。すなわち，こうした雇用情勢の下での釧路食業組合労働者の主体形成

の到達とは，以下のようの述べることが出来る。

第一に，鋭i路企業組合の現場労働者は，労働力の再生産を十全に保障する主体として形成されつ

つある。このように，自らの労働を一定稼度まで「人関的労働」へ近付けるようになる労働者の形

成過程においては，労働における協同性を創造するという特徴も見られた。
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したがって第二には労働者同士が，第一の課題の実現において協同するといった，相互関係を取

り結ぶ主体として形成されつつあると言える。労働者の関で，相互の労働や労働自主編成を，銀"路

企業組合労働の枠内ではあるが，労働を人間的なものへ近付ける実践であると承認し始めているの

である。更にこの過程から rいうまでなしこのような労働者協同組合も，その存立の基礎は基本

主義的経済体制のもとに讃くわけであるから，その資本主義的制約の枠外にあるわけではな」く，

「例えば労働者協同組合を遜じて労働力の社会的供給を行う場合どあっても，その賃金，労働条件な

どを社会的(したがって資本主義的)水準・内容とかかわりなく決定することは事実上不可能でトあ

る}7)という問題が，現場労働者によって実践的に認識される条件が生まれるといえる。

したがって，これら二つの側面での労働者の主体形成は，同時に労働者が自らの労働条件の問題

を地域における労働・雇用問題へと認識を広げ，地域における労働者の共闘の基繋を広げるならば，

文学どおり地域統治主体の形成へつながる可能性を持つことになるのである。今後は，労働者がこ

うした主体形成の過程を踏まえた上での，労働者が更に地域変革主体となる条件の形成と分析が，

求められていると言えよう。

j主記

(1) 以上の資料はいずれも「職業安定業務統計j，北海道商工労働観光部職業対策課 f平成元年度季

節労働者の推移と現況~，より引用。

(2) ここでの資料は，高橋欣也「北海道東部諸都市の経済機能に関する研究・第1集j，釧路公立

大学紀要』社会科学研究第2号第 1分冊，によった。

(3) 荒又震雄「積雪寒冷地冬期雇用促進給付金制度j，r社会政策学会年報1982年』より引用。

(4) 大友勝紘「地域・生活・仕事づくりと労働者の教育活動j，r第30国社会教育研究会国集会・第

3科会レポート』より引用。

(5) 向上。

(6) 向上。

(7) r j内は，山田定市「労働者協同組合の現段階的性格一労働主体形成の視点、とのかかわりで一j，

北海道大学教育学部社会教育研究室編 F社会教育研究』第9母，よりヲi用。
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